
1

フィリピン人女性の国際結婚と日本への移住支援に関する研究

フィリピン人女性の国際結婚と
日本への移住支援に関する研究
　― 「送り出し側」の移住支援を事例として ―

原　島　　　博＊

抄　録

　本研究の目的は，日本人と国際結婚をして日本に移住するフィリピン人女性の特徴を把握

するとともに，政府管轄下にあるフィリピン海外移住委員会（Commission on Filipino

Overseas：「CFO」と略す。）が実施している渡航前研修（Pre-Departure Orientation

Seminar）及び出発前に行われているカウンセリング（Guidance and Counseling）の実態

に焦点をあて，異文化社会への移住前準備の意義と課題を明らかにすることにある。その結

果，現在行われている渡航前研修やカウンセリング・プログラムは，結婚の合法性や女性が

不利に扱われるような可能性がないかの確認，及び渡航に必要な条件を満たしているかにつ

いて審査は行われているが，異文化社会に適応するための支援策は不十分あるといえよう。

本研究から「送り出し側」であるフィリピンと「受け入れ側」である日本の支援範囲の明確

化や異文化社会への適応がスムーズに促進されるような支援のあり方を構築する必要性につ

いて考察した。

Key words：国際結婚，海外移住，異文化社会適応，渡航前準備

Ⅰ．はじめに

　経済のグローバル化によって金やモノが国境を

越えるだけでなく，ヒトの移動という現象が生じ

ている。この動きの中で，1980年代以降のフィリ

ピン人の来日の目的は，就労による一時滞在から

国際結婚による定住に変わりつつある。日本人と

フィリピン人の国際結婚は2006年度は１万２千件

を超え，外国籍ではフィリピン国籍がトップと

なった（１）。来日を予定しているフィリピン人は外

国への移住に備えた渡航前の研修に参加すること

が政府によって義務付けられている。近年では，

日本において国際結婚カップル間で外国籍女性が

DVの被害者となり，また，離婚のケースも増加し

ている。また，子どもをフィリピンから日本に呼

び寄せるケースも報告されており，家庭における

家族関係上の問題も生じている。フィリピン人女

性は，妻としてまた母親として，労働者として地

域社会で生活する上で，さまざまな困難に遭遇し

ているといえる。このような状況の中で，異文化

社会である日本への移住前と移住後にニーズに
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合った社会的な支援が提供されるべき段階に入っ

たといえるのではないだろうか。

　すでに1970年代に欧米人との国際結婚でフィリ

ピン人女性が移住先で人権侵害に対する事例が報

告され，また，1980年前後には性的暴力や商業的

性的搾取の被害が増加したことを踏まえて，フィ

リピン人女性が移住先の国において危険な状況に

遭遇することを回避するためにフィリピン政府は

対応することになった。フィリピン政府は，1980

年に共和国法第97号の施行に伴い，フィリピン海

外移住委員会（Commission on Filipino Overseas：本

文中では「CFO」と略す。）（２）を設立した。CFO

は，外国人と結婚，もしくは，婚約したフィリピ

ン人に対して，外国人配偶者の居住する国へ移住

する際に渡航前研修（Pre-departure Orientation

Seminar）及び，カウンセリング（Guidance and

Counseling）を提供する大統領府直轄の政府機関

となった。

　本研究の目的は，日本人と結婚するフィリピン

人女性に共通する特徴，及び「送り出し側」であ

るフィリピン政府が渡航前準備をどのように行っ

ているかを把握し，課題を明らかにすることにあ

る。移民のスムーズな異文化社会への適応を促進

するには，「送り出し側」フィリピン政府の努力だ

けでは不十分であり，今後は「受け入れ側」であ

る日本の役割も検討する必要があるであろう。本

研究の知見は，渡航前と渡航後の移住者支援のモ

デルを生成するうえで有用であろう。

Ⅱ．調査方法

１．調査対象と方法

　本調査の対象は，日本人との結婚により日本に

移住を予定しているためにフィリピン政府の管轄

下にあるCFOが提供する渡航前研修，およびカウ

ンセリングへの参加者，および，CFO職員及び渡

航前研修及びカウンセリングの委託先の非営利団

体の職員であった（３）。

　海外移住者の基本的特徴を明らかにするために

政府のデータベースを利用させてもらい統計を作

成して分析をした。

　CFOおよび政府から業務委託を受けている２つ

の民間非営利団体において実施されている結婚に

より日本に移住するフィリピン人を対象に行われ

ている渡航前準備活動に同席して，職員へのヒア

リング及び参与観察を実施した。

　CFOの業務委託先の民間団体（NGO）に送られ

てきた移住後のアンケート調査のデータを単純集

計し，移住後1年以内に直面した問題の整理を行

い，内容分析を行った。

２．分析項目

１）日本人とフィリピン人間の国際結婚の特徴

　CFOの統計データをもとに日本人とフィリピ

ン人の国際結婚の特徴を分析する。

２）渡航前準備

　政府が提供する渡航前プログラムである渡航

前研修（Pre-Departure Orientation Seminar）

とカウンセリング（Guidance and Counseling）

の二つのプログラムについて内容を分析する。

３）移住後の問題

　来日後３ヶ月後に本国に提出された日本での

定住生活に関するアンケートの回答から分析する。

Ⅲ．結果と分析

１．国際結婚によるフィリピン人女性の海外移住

の推移と現状

　1989年から2006年にかけて国際結婚によって海

外に移住をしたフィリピン人国籍者は，30万９千

人にのぼる。移民先を見ると米国が最も多く，

2006年には年間１万人を超えた。米国への移民は

全体の40.24％にあたる。米国に次いで日本が第二

位であり，全体の30.6％にあたる。2006年につい

ては過去最高の年間千人を超えた。米国と日本の

２カ国を合わせると全体の70％を占めており，特

徴的であるといえる。このような背景には，フィ

リピンが過去に植民地化された経験や植民地関係

の中で作り上げられた経済的従属関係を指摘する

研究者もいる（Nicole 2004：４；Maruja 1995）。
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　戦争を経験した世代のフィリピン人は，日本人

を残忍な民族であるというイメージでとらえる傾

向があるが，戦後世代のフィリピン人は，日本の

高度経済成長やアニメや J ポップの大衆文化が

フィリピン社会へ普及する中で，日本に対するイ

メージは大きく変わったといわれている。1980年

代には日本の好景気の流れの中で，日本に来るア

ジアからの出稼ぎ労働者（Overseas Worker）が

急増した。フィリピンから来日した者の多くは，

若い世代であり，興行（エンターテーメント）を

目的に日本各地のナイトクラブやパブなどで，歌

手やダンサーとして正式な海外雇用労働者であっ

た。フィリピン人エンターティナーは，６ヶ月間

の就労ビザが日本政府より発給される。しかし，

2005年より日本政府によるビザ審査条件が厳しく

なったため，日本とフィリピンを往来するフィリ

ピン人エンターティナーに代わり日本人との国際

結婚が増えると予想される（４）。

２．定住を目的に来日を予定するフィリピン人と

日本人配偶者の特徴

　1989年から2005年までの間に日本人との結婚を

理由に，CFOが実施する渡航前研修に参加して日

本に移住したフィリピン人は86,191人を記録して

いる。「年齢」「性別」「日本人との出会い」「出会

いから結婚までの期間」「結婚相手の日本人とフィ

リピン人との年齢」に関するフィリピン政府統計

によると，結婚によって日本に移住するフィリピ

ン女性は次のような特徴がある。

　（1）性別と年齢

　日本人と結婚するフィリピン人の性別は圧倒的

に女性が多い。20歳から29歳が全体の８割を占め

ており，結婚適齢期にあるフィリピン人女性が日

本人男性を結婚相手として選択していることがわ

かる。一方，日本人男性の年齢を見ると，30歳か

ら40歳代前半の日本人男性が多い。フィリピン人

表１　外国人の配偶者もしくはパートナーとして外国に移住したフィリピン人人数：1989年～2006年 

年 米国 カナダ オーストラリア 日本 ドイツ 中国 
（台湾） 

英国 韓国 ニュージー 
ランド 

その他 合計 前年比（％） 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

合計 

％ 

 

3,314  

5,549  

8,921  

8,676  

8,235  

6,733  

5,564  

6,743  

6,496  

4,755  

5,390  

5,642  

6,898  

7,724  

7,022  

8,165  

8,621  

10,190  

124,638  

40.24% 

 

225  

238  

479  

573  

713  

773  

844  

818  

623  

681  

765  

549  

711  

660  

915  

872  

974  

988  

12,401  

4.00% 

 

1,401  

1,370  

1,423  

1,482  

1,892  

1,536  

1,444  

1,358  

1,191  

1,253  

1,210  

1,067  

1,304  

1,271  

1,239  

1,414  

1,677  

1,541  

25,073  

8.09% 

 

2,149  
4,820  
4,910  
5,147  
5,448  
4,901  
6,374  
5,932  
4,814  
4,240  
4,547  
5,146  
5,250  
5,464  
5,297  
5,430  
6,322  
8,601  
94,792  
30.60% 

 

137  

382  

596  

662  

967  

924  

843  

757  

774  

724  

680  

655  

624  

604  

540  

443  

467  

528  

11,307  

3.65% 

 

38  

132  

206  

215  

439  

483  

616  

660  

619  

516  

561  

451  

461  

440  

287  

251  

293  

282  

6,950  

2.24% 

 

170  

353  

368  

286  

212  

199  

227  

243  

308  

353  

346  

255  

275  

327  

319  

414  

506  

619  

5,780  

1.87% 

 

4  

14  

10  

19  

46  

37  

80  

337  

290  

303  

456  

232  

311  

442  

375  

486  

725  

415  

4,582  

1.48% 

 

 

26  

58  

112  

143  

143  

178  

159  

185  

150  

152  

128  

124  

106  

139  

118  

104  

116  

92  

2,233  

0.73% 

 

355  

940  

978  

1,137  

1,258  

1,084  

1,298  

1,543  

1,580  

1,511  

1,236  

1,047  

1,109  

1,225  

1,287  

1,354  

1,399  

1,648  

21,989  

7.10% 

 

7,819  

13,856  

18,003  

18,340  

19,353  

16,848  

17,449  

18,576  

16,845  

14,488  

15,319  

15,168  

17,049  

18,296  

17,399  

18,933  

21,100  

24,904  

309,745  

100.00% 

 

　 

77.20% 

29.90% 

1.00% 

5.50% 

－12.90% 

3.60% 

6.50% 

－9.30% 

－14.00% 

5.70% 

－1.00% 

12.40% 

7.30% 

－4.90% 

3.50% 

21.30% 

31.50% 

　 

　 

 Source: Commission on Filipino Overseas    

Note: Proper acknowledgement of data source is required  

出所：Commission on Filipino Overseas  
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女性は40歳代になると極端に減る一方で，日本人

男性の方は，45歳からゆるやかな減少傾向を示し

ている。また，フィリピン人女性と日本人男性夫

婦の年齢差は大きく，フィリピン人女性が年下で，

日本人男性は年上という傾向がある（図１）。

　フィリピンでは，15歳以上であれば結婚するこ

とは可能であるが，未成年者であるため，親の同

意を得ることが条件とされる。成人であっても結

婚については親の同意を得ずに結婚することは文

化的には逸脱行為であり，受け容れ難い結婚とな

る。フィリピンでは，子どもたちは親の意向を考

慮して結婚する場合もある（Medina：1991）。カウ

ンセラーによると，日本人と結婚するフィリピン

人女性は親にフィアンセを紹介することは稀で，

日本人男性が結婚前にフィリピン人女性の実家を

訪ねて挨拶することはあまり行われていない。し

かし今回の調査では，その理由を特定することが

できなかった。

　（2）フィリピン人女性と日本人の出会い場

　1998年から2005 年の間に，日本人と結婚した

86,191人のフィリピン人女性の統計によると，日

［人数］ 

［年齢］ 

35,000 

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0

3,7433,743

230230

30,89030,890

4,7584,758

31,96331,963

11,26711,267

13,41513,415
14,39514,395

4,1984,198

15,25915,259

1,0631,063

14,79314,793

296296

11,79011,790

8383

7,3677,367

102102

5,7705,770

437437 562562

3,743

230

30,890

4,758

31,963

11,267

13,415
14,395

4,198

15,259

1,063

14,793

296

11,790

83

7,367

102

5,770

437 562

15 － 19才 20 － 24才 25 － 29才 30 － 34才 35 － 39才 40 － 44才 45 － 49才 50 － 54才 55以上 無回答 

出所：2007年CFO統計を基に筆者作成 

図１　フィリピン人女性と日本人男性の結婚時の年齢 

フィリピン人 

日本人 

本人男性と出会ったきっかけとして最も多かった

回答は，「職場で（クラブ，パブなど）」40,883人

（48％）であった。次いで，「親戚からの紹介」22,132

人（26％）「個人的な紹介」21,785人（26％）となっ

ている。「結婚紹介所」「インターネット」などを

通じたものは，僅かである。最も多かった回答の

「職場で（クラブ，パブ）」については，多くのフィ

リピン人女性がエンターティナーとして日本で就

労した経験があり，働いていた時に日本人男性と

の出会いがあったことがわかる。「親戚の紹介で」

については，すでに日本人と結婚しているフィリ

ピン人の親戚が日本人の夫の友人などを紹介する

例が多いと思われる。「個人的な紹介」とは，フィ

リピン人の友人が日本人と結婚しており，その友

人から日本人男性が紹介されるケースである（図

２）。
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　（3）出会いから結婚にいたる期間

　日本人と結婚した86,191人のフィリピン人が相

手との出会いから結婚するまでの期間（いわゆる，

「お付き合い」の期間）についての回答によると，

72,385人（84％）は６ヶ月以下という答えであっ

た。６ヶ月以上1年未満と回答した者の数は，2,576

人（３%）で極端に少なくなっている。出会いか

ら結婚にいたるまでの期間は，全体的傾向として

短いといえる（表２）。すなわち，結婚を決意する

過程で，相互の文化的違いについて十分に考える

機会と時間が持てていない可能性は高いであろう。

無回答 

その他の方法 

インターネット 

結婚紹介所 

新聞・雑誌などの広告で 

親戚の紹介で 

職場で（クラブ・パブなど） 

個人的な紹介 

415415

8989

5858

283283

548548

22,13222,132

40,88340,883

21,78521,785

415

89

58

283

548

22,132

40,883

21,785

［きっかけ］ 

［人数］ 

図２　フィリピン人と日本人との「出会い」のきっかけ［Ｎ＝86,191］ 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

出所：2007年CFO統計を基に筆者作成 

表２　出会いから結婚にいたる期間［N ＝86,191］ 

お付き合いの期間 

合　　計 

 

人数 

６ヶ月未満 

６ヶ月以上１年未満 

１年以上２年未満 

２年以上３年未満 

３年以上４年未満 

４年以上５年未満 

５年以上 

無回答 

72,385  

2,576  

2,012  

711  

348  

257  

886  

7,016  

86,191 

出所：2007年CFO統計から筆者作成 

表３　フィリピン人女性側の結婚理由 

フィリピン人女性側の結婚理由 

合　　計 

 

回答数（複数回答） 

愛があるから 

経済的理由による 

過去の結婚に満足しなかったから 

相手の性格に魅かれて 

外国に行く決意をしたから 

その他 

 

14,229  

3,903  

864  

1,825  

1,299  

511  

22,631 

出所：2007年CFO統計から筆者作成 

　（4）結婚の理由

　結婚の理由について聞いたところ，日本人と結

婚した22,631人の内，最も多い回答は「愛がある

から」が14,229人（63％），「経済的理由」を答え

た者は、3,903人（18%）に留まっている（表３）。

　フィリピン人にとって日本は経済的に豊かな国

という共通な認識があるが，結婚の理由として経

済的理由を回答している者は多くない。回答の中

には，「過去の結婚に満足できなかった」という回

答もあり，外国人である日本人との結婚は，フィ

リピン人男性との結婚に満足できなかった結果の



6

ルーテル学院研究紀要　No.42　2008

選択と，考えることも可能である。「外国に行く決

意をした」という回答の背景には，経済的困難や

結婚相手が国内では見つけられないなど複数の事

情が考えられる。出会いから結婚までの期間が相

対的に「１年以内」という短期間であることと「愛

しているから」という結婚理由との相関関係につ

いては説明できないが，「日本語」でのコミュニ

ケーションが十分でないことを考慮すると，「愛し

ているから」という回答の意味合いを慎重に検討

する必要があるといえる。すなわち，フィリピン

人と日本人が結婚する背景には，多様で，かつ複

雑な事情があるといえるだろう（Suzuki：2004：

128）。フィリピンの経済的事情を考えると，日本

人と結婚して日本で暮らすことは，経済的に豊か

な暮らしができるという論理がある。同様に，日

本人男性にとっても，フィリピン女性と結婚する

ことに対する何らかの期待がある。日本人男性の

中には，フィリピン人女性に対するイメージがあ

り，ナイトクラブやパブにそれを求める一定の日

本人男性の溜まり場となっている現実があるので

はないだろうか。これらの緒要因が，フィリピン

女性と日本男性の結婚の増加をもたらしていると

見ることもできる（佐竹2006：38）。

　（5）フィリピン人女性と日本人男性の結婚歴

　フィリピン人女性の中には，日本に来てから

フィリピンに残してきた子どもの「呼び寄せ」をす

る事情がある。一定の割合で，フィリピン人女性の

中には，前夫との子どももしくは未婚で産んだ子

どもがいると見られる（Parrenas：2003：85－91）。

CFOの統計に基づいて，離婚歴について見てみる

と，次のような傾向があることが分かった（図３）。

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

無回答 

結婚の解消 

離婚・離別 

配偶者の死亡 

同棲 

独身 

140
170

54
140

36,085
989

1,903
631

778
3,467

47,222
80,794

日本人男性 

フィリピン人女性 

出所：2007年CFO統計から筆者作成 

図３　フィリピン人と日本人夫婦の結婚歴［Ｎ＝86,191］ 

　まず，調査対象者数86,191人の内，日本人男性の

42％はフィリピン人と結婚する前にすでに離婚経

験をしている。一方，フィリピン人女性について

は，同棲や未婚の母になった者はいるものの結婚

した後に離婚もしくは別居経験者は，全体の２％

に過ぎない。また94％が初婚であることがわかっ

た。この傾向は，未婚のフィリピン人女性が日本で

エンターティナーとして働いている時に日本人男

性と出会っていることと関係している。多くの離

婚経験した日本人男性はナイトクラブやフィリピ

ン・パブという場に向かい，ただ単にお酒を飲んで

ひと時楽しむ以上に，新たな「出会い」を求めてい
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る者も多いといえる。ナイトクラブでは男性客は

フィリピン人女性（エンターティナー）に優しく

されて男性としての威信が回復される。佐竹は，強

くなった日本人女性とは異なり，フィリピン人女

性は男性に尽くすというイメージが日本人男性に

刷り込まれていると指摘している（佐竹 2000：

177）。カウンセリングに同席した際に何人かの

フィリピン人女性は日本人のフィアンセがフィリ

ピン人と離婚していることを語っていた。日本人

男性の中には，フィリピン人女性と離婚してもな

お再婚相手にフィリピン人を選ぶ者もいる。この

ような日本人男性の中には，偽装結婚をしてフィ

リピン人を入国させている場合があるため，カウ

ンセリングをする上で，慎重な対応が求められる

と，カウンセラーは語っていた。

　（6）日本の生活に関する知識の不足

　筆者は，2007年10月と2008年８月にCFOでの

移住前研修と国際結婚により日本への移住の準備

をしているフィリピン人（すべての参加者は女性）

に対するカウンセリングの場面に同席して，カウ

ンセラーのフィリピン人女性へのインタビュー場

面の観察から，フィリピン人女性がもつ日本に関

する知識についてインタビューを行った結果，日

本語能力については，フィリピン女性のほとんど

が「日本語がわからない」か「自分の日本語に自

信がない」との答えがほとんどであった。日本語

で日常会話が出来る女性は，エンターティナーと

して複数回来日した経験をもっている。親戚や友

人に日本人配偶者を紹介され，日本に初めて行く

人は，まったく日本語を話すことや聞いて理解す

ることが出来ない状況にある。日本語学校に通っ

て勉強している人は稀である。地方から来ている

人は，居住する地域には日本語学校もしくは日本

語を教えてくれる人はいない，という状況にある。

渡航前に日本語を勉強したいという意思を持ちな

がらも，その機会が身近な生活の場所にないのが

実情である。

　日本に行って言葉ができないため，日本の習慣，

法律・制度及び公的サービスを理解することは不

可能である。カウンセリングでは，夫婦間のコ

ミュニケーション，子育て，地域生活などへの不

安については，女性の口からはほとんど語られず，

「日本に行けばどうにかなるだろう」と考えている

ケースがほとんどといってよいだろう。日本語や

日本での日常生活に関する知識が限られ，家庭料

理の作り方や日本での出産や子育ての方法を知ら

ないフィリピン女性が圧倒的に多いことが，イン

タビューで明らかになった。

３．海外移住者に関するフィリピン政府の支援策

　フィリピン政府は，海外移住を予定している

フィリピン人に対して，出発前に渡航前研修を受

講することを義務化している。渡航前研修を受け

たことを証明する認証がパスポートに記録されて

いない場合は，申請者は入国管理局から出国許可

を受けることができない。さらに，外国人と結婚

していて外国人配偶者の国に移住を予定している

フィリピン人は，カウンセラーによる個別カウン

セリングを受けなければならない。これらの出発

前研修とカウンセリングは，CFOが委託している

２つのNGOによって提供されている。

　ここで，出発前研修とカウンセリングの内容に

ついて概要を紹介する。

　（1）渡航前研修

　渡航前研修は，CFOが委託したNGOによって

実施されている。現在国別に分かれて移住予定者

は移住先の国や文化，在留資格に関わるオリエン

テーションを受けることになる。委託を受けてい

るNGOでは月曜日から金曜日まで午前，午後それ

ぞれ2回から３回の研修が実施されている。１回

の研修からカウンセリングまで時間はほぼ２時間

である。

　日本への移住予定者が受ける渡航前研修および

カウンセリングは以下のような流れで実施されて

いる。
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〈渡航前研修の講義内容〉

　渡航前研修が始まる前に，民間の銀行の営業マ

ンによって海外からの本国への送金についての説

明が行われていた。海外に移住することは，移住

先で働き，本国の家族（親や兄弟）に送金するこ

とが前提に考えられている。ファシリテーターに

よると，海外出稼ぎではなく，結婚によって海外

に行っても原家族の助け合いが続くことはフィリ

ピンの文化では自然なことである。また，家族は

海外に移住していく身内から経済的支援があるこ

とは当然のことと理解していると語っていた。結

婚したからといって，自分の夫と子どもから構成

される自分の家族のことだけの幸せを考える習慣

はフィリピンではあてはまらない。したがって，

海外に移住するということは，経済的機会に恵ま

れることを意味していることから，経済的援助は

フィリピンに残された両親，兄弟，親戚などへの

支援は必要に応じて行わなければならない。

①　自己紹介：

　はじめに，参加者の年齢，日本人婚約者もし

くは配偶者の年齢や職業についての自己紹介で

研修は始まる。ファシリテーターは，初めに見

たオランダでのフィリピン女性の性的虐待のス

トーリーをもとに女性が受けやすい虐待を身体

的，心理的，社会的虐待などに分けて説明する。

②　「日本社会，文化，家族観」についての講義：

　日本の家庭は，夫は仕事を終えてもすぐ家に

帰宅しない習慣があり，帰宅する前に外でお酒

を飲む機会も多い。反面，妻は洗濯，料理，掃

除などの家事全般や育児ができることが期待さ

れている。日本では，フィリピンのようにベ

ビーシッターや家政婦を雇うことはめったにな

い。妻は夫から与えられるお金をやりくりして，

家計を上手に管理することが期待される。日本

人と結婚するフィリピン人女性はそのことを理

解していなければならない。日本人男性は，

フィリピン人女性にも働き者で，気がきくイ

メージがあり，日本に行ったら，配偶者の舅や

姑との関係においても，日本のやり方に適応し

ていく必要があることが強調されていた。それ

が夫との良い関係を維持する秘訣である。日本

語をしっかりと勉強して，日本人の考え方や文

化を学ぶことが異文化社会への適応に重要であ

ることが話されていた。

③　出入国手続き：

　日本社会や家族生活についての講義が行われ

た後に，出入国する際に必要な手続きについて

説明された。以下の事柄が説明された。

　 ● 在留資格認定証明書（Certificate of Eligibility）

　日本で長期滞在を申請する人は，在留資格認

定証明書を日本人配偶者もしくは婚約者が用意

する必要がある。最寄りの入国管理局にて申請

が可能である。有効期限は３ヶ月と定められて

いるため，それを超える場合は無効となり，再

申請が必要となる。

　 ● 移民申請

　結婚を前提に日本に移住をする場合は，査証

 

研修のファシリテーターによる挨拶と説明。渡航前研修の目的や手続き

について説明が行われる。 

流れ１ 
研修ファシリテーターによる 
挨拶と説明 

ドメスティック・バイオレンス（DV）、人身売買の体験者のビデオの

視聴。移住先の国で生じたドメスティックバイオレンス及び人身売買を

取材した15分ほどのフィリピンの民放放送局の番組を使用している（７）。 

流れ２ 
ドメスティック・バイオレンス
（DV）体験者のビデオの視聴 

①自己紹介 

②「日本社会、文化、家族観」について講義 

③出国手続きおよび要件 

④日本に到着後の諸手続き、及び在留に関して 

流れ３ 
　 
　渡航前研修の講義 
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（ビザ）の申請をしなければならない。その際に

必要なものは，フィリピンパスポート，在留資

格認定証明書，出生証明書及び結婚証明書と

なっている。

　 ● 日本に到着したら，入国審査を受け，短期滞

在90日の在留資格を得ることが出来る。

④　日本に到着後の諸手続き，及び在留に関して：

　次に日本に到着した後に行わなければならな

い手続きについて説明された。

　 ● 外国人登録手続き

　日本に到着後90日以内に，居住先の市町村の

役所にある外国人窓口で「外国人登録」をする

必要がある。外国人登録をすることによって，

「外国人登録証明書」が発行されるので，常時携

帯することが義務とされており，５年間有効で，

更新が可能である。滞在中に住所など変更があ

る場合は，変更届を住所変更後14日以内に行わ

なければならない。また，フィリピンへ帰国す

る際には，カードは返却しなければならないこ

とが説明されている。

　 ● 在留資格について

　90日の滞在許可が満了する前に，１年間の滞

在許可を申請する必要がある。１年後にまた滞

在の延長申請を行う必要がある。そして，一定

期間，日本で生活していることと経済的安定が

入管で審査され，認められると，永住権が付与

される。さらに，日本人と結婚して３年以上を

経ていて，１年以上日本に生活していれば，帰

化の申請ができる。仮に日本人の配偶者と離婚

または死別した場合には，外国人配偶者は子ど

もとともに長期定住者の申請をすることが出来

ることも補足されていた。

　 ● 再入国許可について

　一時的にフィリピンに帰国する場合は，日本

を出発する前に必ず，再入国許可を受けてから

出国する必要があることが説明された。再入国

許可を受けずに出国すると，日本に再入国する

際に，今までの在留資格が失効してしまうこと

になる。

　 ● 日本の役所の重要書類の見分け方

　渡航前研修では，日本語がほとんど分からな

い申請者に対して，婚姻届，出生証明書，離婚

届などは，各証明書の茶色，青，緑という色で

区別をするように説明されていた。離婚届など

は，日本人の配偶者によって，日本語が理解で

きないフィリピン人妻に説明なく，捺印及び自

署などさせられることが頻繁にあることから，

このような区別の方法をするよう助言している。

 　● 日本で問題が起こった時の相談先

　来日して困った時に相談先についてまったく

分からないままに日本に来るのが実態である。

日本国内の居住地も沖縄から北海道まで幅広い

ため，どのようなサポートネットワークがある

かを事前に情報として把握しておくことは，当

事者としては安心である。研修では，全国15箇

所にある女性専門の相談機関及びシェルターが

一覧で紹介されていた。新潟，栃木，東京，神

奈川，愛知，兵庫など限られた地域の情報に留

まっている。実際の緊急ケースなどへの対処に

ついては，CFOや研修委託先NGOでも十分把

握できていない。CFOやフィリピンのNGOと

日本の間の情報交換などはまったくなされてい

ないことがわかった。データの更新も行われて

いない。

　（2）渡航前研修の参加者の満足度および要望

　CFO から業務委託を受けているCenter for

Overseas Worker（COW）において30人の研修

参加者に「渡航前研修」の内容について意見を聞

いたところ，現在の研修内容は必要最低限である

が，内容について満足していないことがわかった。

具体的な意見としては，「日本語学習の機会の提

供」「国際結婚についてのアドバイス」「日本文化

についての学習」「日本の料理や家事のスキルの学

習」の必要性についての意見が共通に出されてい

た。また，日本に到着した後で，「電子メールで

COWへ相談したい」「ニュースレターで新しい情

報を知らせてほしい」という要望があった。これ

らの相談や情報提供については，渡航前に習得し

ておいた方が良い知識やスキルと，日本に渡航し
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てから学んだ方が良い知識やスキルに分けて，整

理した方が現実的といえるであろう。著者は，参

加者が新しい生活を迎えるにあたり，そのために

学習への意欲が旺盛であると感じた。今後は短時

間の事前研修ではなく，出発前の諸手続き中心の

研修から日本での生活を前提に，新しい生活や異

文化適応に結びつく研修を積極的に開発する必要

があろう。

　（3）カウンセリング

　渡航前研修の終了後，移住予定者に個別のカウ

ンセリングが実施されている。出発許可を得るた

めに必要な書類が整っていること，および申請者

と日本人との結婚が適正なものであるかを確認す

ることがカウンセリングの主な機能となっている

といえる。特に書類から結婚の合法性を確認する

ことにとどまらず，申請者が日本に行って生活に

問題が生じる恐れのあるケースを把握し，必要な

助言と対応を行うことが必要であるといえるがそ

こまでは行われていない。カウンセリング業務に

あたる職員は，一人当たりの面接に要する時間は

20分から30分程度である。

　（4）カウンセリングの有効性と限界

①　提出書類から問題把握

　移住予定者Eさんの提出書類の内容をカウン

セリングの中で確認すると，日本人婚約者の戸

籍謄本に離婚の記載がなく，離婚したと説明す

る申請者の言い分と書類上のずれが生じていた。

整合性を確認するためにカウンセラーは，申請

者に対して日本人婚約者にこの点を確認できる

書類を用意するよう指示した。このようなやり

取りを通して，偽造結婚や女性がだまされる可

能性を回避することができる。

②　移住予定者の知識の差の把握

　多くのフィリピン人女性は，日本での滞在経

験があることを前述したとおりではあるが，一

人ひとりの日本語能力や生活に関する知識の差

は大きく異なる。日本ではクラブやパブで夜間

仕事をしていたため，日本人家庭の生活習慣や

地域社会についての知識は乏しい。初めて日本

に行く女性の場合は，日本語で挨拶ができる程

度であるため，生活習慣についてはほとんどわ

からないのが現状である。

③　家族状況の把握

　フィリピンには戸籍謄本がないため，家族関

係を示す情報にアクセスすることは困難である

が，カウンセリングを通じて家族状況を把握す

ることが可能である。特に，未婚で母親になっ

た場合に，子どもが未成年である場合も多く，

子どもの養育責任者の情報や将来日本に呼び寄

せる予定をしているかなども確認しておくこと

は重要であるといえる。

④　短いカウンセリングの時間

　カウンセリングの限界は，一人20分から30分

程度の限られた時間の中で実施されているため，

もっと相談を継続した方がよいと思われる移住

予定者の支援には限界がある。また，個別の課

題について相談したい方々にとっては，カウン

セリングが十分活用できないという問題がある。

⑤　カウンセラーの日本の生活に関する知識と経

験の不足

　移住先の国での生活のアドバイスをする上で，

カウンセラー自身が日本に行った経験の有無は

大きいといえる。経験がないと知識を活用する

ことやアドバイスを適切に行うことが出来ない。

カウンセラーは，もっと日本の生活に関わる情

報を知りたいと願っている。

４．移住後のフィードバックシステムとフィリピ

ン人移民の生活の変化の把握

　現在の，CFOは，フィリピン人が日本に入国後

にどこに居住しているかを把握するシステムを

もっていない。CFOとしては，日本に入国後，生

活上の問題が生じた場合には，東京，大阪，名古

屋などにあるフィリピン領事館の連絡先および日

本国内の民間の支援団体を利用するよう勧めてい

る。しかし，そのリストにある団体がどの程度活

発に活動しているか，フィリピン人にとって利用

しやすい団体であるかの評価はCFOは行っていな
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い。また，CFOは，地域社会にある日本語教室の

場所，病院の利用の方法，子どもの学校や市区町

村役所のサービスなどの社会資源についての把握

は行っていない。CFOはフィリピン人の来日後の

生活にはほとんど関与していないのが実態である。

　フィリピンで派遣前研修の終了時に，来日後

3ヶ月後に提出するアンケート用紙が配布される。

CFOの委託を受けているCenter for Overseas Fili-

pino Workers（COW）に2005年１月から2007年

2 月までの間に返送された 43 件のフィードバッ

ク・アンケート結果（サンプル数としては少ない

が）を見せてもらうと，「日本に到着してから経験

した変化は何ですか」という質問に対して，「婚姻

届をした」（14人）「住所を変更した」（９人）「仕

事についた」（６人）という回答があった。筆者が

同席したカウンセリングでは来日してすぐに仕事

をしたいと考えていた人が多いが，実際に仕事に

ついた人は43人中９人に限られている。来日後す

ぐに就労できるケースは少ない。職業にもよるが

日本で働く場合は，日本語能力が求められるため，

簡単には就労できない状況がある。 他方，来日直

後の優先課題は日本の生活に慣れる必要から，仕

事を探す余裕がない場合も多いのではないだろうか。

　「日本に来て困ったことは何ですか」という質問

については，図５にあるとおり「日本語が難しい」

をあげている。また，「環境への適応が難しい」を

あげている。３番目に多かった回答として，「夫の

両親や親類と関係が築けない」があげられている。

日本人配偶者から十分な支援を受けられていない

ことを推測することができる。日本人にとっては

当たり前の事も異文化社会から来たフィリピン人

にとっては分からないことも多く，周りの日本人

からのサポートが受けられていない状況があると

いえるだろう。日本人の配偶者がお世話をすれば

よいと考えるのが一般的であるが，会社員のサラ

リーマンの夫は，昼間は仕事で家にいないため，

フィリピン人妻へのケアをすべて行うには限界が

あるのも現実である。

　上記のような「困難に直面した時にどのように

対応したか」についての質問に対しては，次のよ

［内容］ 

［件数］ 

図５　来日後に経験した困難［Ｎ＝79件］ 

出所：2005年１月から2007年８月期のCOWの渡航後の「フィードバック・アンケート」から筆者作成。 

日本語が難しい 
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うな回答があった。「日本の伝統文化，特に，日本

語を学ぶことが大切」「近所の人との日本語でのコ

ミュニケーション」「日本語の学習を通じて，日本

人の態度や行動様式を理解できた」「フィリピン人

を支援するグループの日本語教室」「日本語を学ん

で日本の生活様式を理解する」といった日本語習

得の大切さが認識されている。また，「病院などの

サービスの利用」「配偶者の家族との関係」「日本

のやり方に従う」「日本の規則を守る」など自分な

りに日本社会や日本的家族関係に溶け込もうとす

る姿勢が伺える。そのためには夫や近隣の日常的

にかかわりを持つ人たちからの支援が重要である

―「適応するために配偶者が助けてくれる」「日本

人の配偶者の支援的かかわり」「夫が日本の文化を

教えてくれるので，慣れるのに助かる」。この質問

に対しては，行政のサービスが役に立ったという

具体的な記述はなく，フィリピン人にとって行政

とのかかわりがほとんどないことが想像できる。

　このように来日後３ヶ月という「適応期」にお

いては，日本語の習得や日本の文化，習慣への適

応が重要になるといえる。CFO 職員へのインタ

ビューを通じて，日本で問題を抱えたフィリピン

人からの相談を直接受けることがあるということ

も分かった。それらの相談については，日本国内

の団体を紹介しているとのことであるが，地域的

には，CFOのネットワークにも限界があり，必ず

しも適切な支援につながらないケースもある。

　今後は，フィリピン人が生活する地元の社会資

源にアクセスできるような仕組みを検討する必要

がある。そして，フィリピン人の人口が多い市区

町村では，フィリピン人同士のサポートネット

ワークを組織することで，自分たちの経験を通じ

て，フィリピン人自身がエンパワメントされてい

くであろう。

５．来日後の日本政府および地方自治体の対応

　３節で述べたように，フィリピン領事館が入国

したフィリピン人に対して特別な入国後のオリエ

ンテーションをしているわけではない。来日した

フィリピン人は，まず居住する地区町村の役所の

外国人登録窓口に行き，外国人登録手続きをする

ことになる。外国人登録窓口では，新しく転入し

てきた外国籍住民に対して行政サービスや地域生

活についてオリエンテーションの機会を提供する

ことは義務ではない。外国人登録窓口で行われて

いることは，外国語による行政サービスの案内や

国際交流協会の案内が置いてある程度である。英

語であっても活字文化に慣れていないフィリピン

人にとって，情報のアクセス方法として，紙媒体

の情報はほとんど役に立っていないと考えてよい

であろう。むしろ，紙媒体の情報とそれを必要と

するフィリピン人をつなぐ手段が必要である。

　市町村役所の外国人登録窓口は，法務省の外国

人管理の窓口的役割をしており，機能としては外

国人管理が主な目的となっているため，生活上の

支援を行うことは想定していない。ほとんどの市

区町村役所では，包括的な受け容れ政策がないた

め市民としての外国人への対応が利用者本位にで

きているとはいえないのが実態である。国際交流

協会は，自治体の国際化を目的に作られたが，外

国人住民が増加する中で，足元の外国籍市民に対

する日本語教室，相談窓口，通訳派遣サービスな

どを提供するようになってきている。しかし，国

際交流協会や自治体が提供している多言語情報が

地域に暮らす外国人住民の手元に届いていないと

いう実態の例が調査によって明らかにされている

（政策研究会：2001ｂ，渡戸：2005）。

Ⅳ．提言とまとめ

　日本人との結婚により日本へ移住を予定してい

るフィリピン人に対して行われている渡航前研修

とカウンセリングは，出国及び日本での在留に関

する法制度の説明は基本的知識として知っている

必要がある事柄であるが，日本語能力や日本の生

活に必要な知識やスキルをほとんど提供していな

い。（以前は，在マニラの日本人が日本語ボラン

ティアとして日本語教室をCFOから委託を受けて

運営していたが，今は，予算がないという理由で

開かれていない。）今後に向けて，「送り出し側」の
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移住前準備と移住後の「受け入れ側」の日本との

関係を視野に入れて提言を行う。

１．「送り出し側」の渡航前研修の開発の必要性：

　現在の渡航前研修は，日本での生活に適応する

ためのアドバイスと出国及び日本への入国手続き

の説明にとどまっているといえる。移住の準備を

しているフィリピン人は「日本語学習」「日本の家

庭料理」「日本の文化や習慣」「日本の教育や福祉

をはじめとする制度やサービス」「緊急時の対応」

について学びたいと考えていることから，渡航前

研修を発展させて，「日本の生活」に関するワーク

ショップや日本語教室を提供することで，日本へ

行ってすぐ役立つ知識やスキルを習得しておくこ

とができるであろう。結果として，日本で問題に

直面した際に，自己解決することが可能となるの

ではないだろうか。移民するフィリピン人に対し

ては，エンパワメント・アプローチを取り入れる

ことは重要であると思われる（Payne2005：300）。

２．カウンセリング・サービスの充実

　日本へ行ってからトラブルの生じる可能性の高

い移住予定者をカウンセリングで発見した場合，１

回のカウンセリングで終わるのではなく，継続し

たカウンセリングもしくはソーシャル・ケースワー

クを導入することで，移住予定者の抱える問題を

事前に解決しておくことが可能であるといえる。

　また，日本に来てからフィリピン人の母親が子

どもを日本へ呼び寄せるケースが一定の人数いる。

この子どもたちの日本での実態はほとんど報告さ

れていない。しかし，日本の小学校や中学校に入

学するフィリピン人の子どもの学校や家庭での不

適応の問題が生じていること，適切な配慮が必要

であることは学校関係者から聞く話でもある（山

脇：2005）。継続的にカウンセリングが可能であれ

ば，母親に子どもの「日本への呼び寄せ」につい

て，渡航前に話し合っておくことができるのでは

ないだろうか。渡航前には13 歳以上の子どもに

は，渡航前研修が行われているが，時間をかけて

カウンセリングを行う必要がある。ピア・カウン

セリングなども有効な手法であろう。

３．日本到着後のフォローアップ体制と連携の確立

　「送り出し側」のフィリピン政府が移住したフィ

リピン人の生活支援を行うには限界があるが，モ

ニタリングが必要なフィリピン人移民のケースに

ついては，フィリピンと日本の間でフォローアッ

プ体制を作ることが必要である。問題の生じる可

能性のある女性については地方自治体の社会福祉

協議会や国際交流協会に業務委託を行い，地域の

資源を活用して家庭訪問や電話による近況確認な

どを行い，またフィリピン領事館にソーシャル

ワーカーを配置して，CFOと連携をとることで，

フィリピン政府は邦人の支援と状況把握が可能と

なるであろう。

４．渡航前研修およびカウンセリング担当者への

短期研修プログラムの提供

　CFOの渡航前研修やカウンセリングを担当して

いる職員は日本に来たことのない場合がほとんど

である。日本の生活や文化などに関する情報提供

する上で，日本でどのようにフィリピン人女性が

生活しているか，そして，日本の制度を当事者が

どのように活用できるかを実際に日本で短期間の

研修を受けてもらい，日本で生活体験しておくこ

とは，現実に即した渡航前研修を企画する上で，

役立つといえる。また，地方自治体レベルで，在

住外国籍住民の支援に関わる行政機関，民間機関

の担当者やソーシャルワーカーとの交流は，相互

の課題と取り組みを理解し，ネットワークを構築

する上で意義があるといえる。

５．「受け入れ側」である日本の市区町村レベルで

の対応の改善

　フィリピン人女性が日本の生活に適応していく

ためには，フィリピン側での取り組みだけでは不

可能である。日本に到着すると，いずれかの市区

町村に居住することになる。地方自治体レベルで

の国際化の取り組みの中で，地域社会で暮らす外

国人への日本語教室，日本語通訳派遣，交流プロ
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グラムなどが増えている。しかし，日本で生活す

るための権利として利用できるまでにサービスの

質と量が整備されていない問題がある。また，市

区町村役所の相談窓口は外国人が利用しやすさを

考慮していないため，フィリピン人にとってお役

所の敷居は高い。また，地域に暮らしていても外

国人は住民台帳に載っていないため，民生委員・

児童委員ですら外国籍住民を認知できていないの

が実態である。すなわち，地域住民として認知さ

れていないと言ってもよいであろう。出産や子育

てなどの過程で生活者として必要となる制度や地

域社会にある社会資源（病院，学校，福祉サービ

スなど）について外国籍住民向けのオリエンテー

ションを提供するこが重要である。フィリピン人

を含めすべての外国人は，居住地の市区町村役所

において外国人登録をすることが法律によって義

務化されており，必ず来所することになる。まず

は，日本に定住するすべての外国人が通過する市

区町村役所の外国人登録窓口の役割および機能を

改善することが求められるであろう。

おわりに

　本研究では，結婚により日本に移住するフィリ

ピン人女性の特徴を把握し，「送り出し側」である

フィリピン政府がフィリピン女性の移住予定者に

対する渡航前準備の取り組みを取り上げた。海外

移住者にとって，どの程度移住前に準備をしっか

り行うことができたかが，移住後の生活適応に大

きく影響するといえる。現在行われている渡航前

研修やカウンセリングでは，渡航にかかわる条件

を確認することにとどまっている。現行のシステ

ムでは，移住後の生活の適応に必要なニーズに応

えることは難しいため，改善が必要であろう。移

住後の対応についても，「送り出し側」でのフォ

ローアップ体制の構築は，「受け入れ側」の日本の

地方自治体レベルでの外国籍住民のへの生活支援

の態勢が改善されることで，日本社会に無理なく

馴染んでいくことが可能となるであろう。

注

（１） 平成18 年人口動態調査によると，夫日本人，妻

フィリピン人の婚姻は，2004 年には８千件台で

あったが，2005年には１万件を超えた。2006年に

は夫日本人，妻中国人の婚姻は，12,131件に対し

て，フィリピン人のそれは，12,150件となり，初

めて，中国人を超えた。

（２） CFOはCommission on Filipino Overseasの略で，

1980年６月に設立されたフィリピン政府機関であ

る。共和国法第97号において以下の事業を実施す

る責任が明記されている。①海外で暮らすフィリ

ピン人に関わるポリシーを策定する際に，大統領

及び議会に対して助言や支援を提供することにあ

る。②海外で暮らしているか，これから移住する

予定のあるフィリピン人の福利や利益になるよう

にプログラムを開発し，実施することにある。③

海外で暮らしているか，これから移住する予定の

あるフィリピン人が社会的，経済的，文化的に

フィリピンとつながりを維持できるように支援す

ることにある。④海外で暮らしているか，これか

ら移住しようとしているフィリピン人に，関係政

府機関及び民間機関が商業的及び類似した事業に

対して中間に入り必要な支援を行うことにある。

（３） CFOから委託をうけて，「派遣前研修」と「カウ

ンセリング」の業務を行っているNGOは現在2団

体ある。まず，ひとつは，Center for Overseas

Workers（通称「COW」）であり，カトリック系

修道会が経営するNGOである。このNGOはCFO

の業務委託を受ける前から，海外出稼ぎでトラブ

ルに遭ったフィリピン人を支援する団体として活

動してきた。責任者はシスターであるが，職員は

すべて非聖職者である。渡航前研修とカウンセリ

ングに当たる職員は，すべて大学でソーシャル

ワークを学んだソーシャルワーカーである。もう

ひとつはPRISM foundationというNGOで本来は

フィリピン国内の貧困家庭の幼児を対象として保

育活動や奨学金プログラムを運営してきたが，団

体の関係者が海外出稼ぎや移住者支援に関心を

もっており，CFOとの関係もあり，委託を受ける

ことになった。PRISMの事務所はCFOから比較

的近い距離にあるため，申請者はケソン市内にあ

るCOWよりもPRISMの方で渡航前研修及びカウ

ンセリングを受けることが多くなっている。

（４） 出入国管理統計によると，2005年を境に，「興行」

目的で，来日する外国人が激減した。この多くを

占めるのがフィリピン人であった。2004年には，

13万人以上が入国しているが，2005年には，９万

９千人まで下がり，2006 年には，5万人を割り，

2007年には，４万人を割っている。一方で，人口

動態統計で見たように，2005年にはフィリピン人
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女性と日本人男性の結婚は，１万件を超え，増加

傾向は続いている。「興行」から別の方法を介し

て，フィリピン人女性と日本人男性の出会いの機

会が作られつつあるといえるのではないだろうか。

（５） このビデオに登場するフィリピン人女性エマさん

はオランダ人と結婚して，オランダに渡った後に

オランダ人配偶者からヌードの写真撮影の被写体

になることを強制され，暴力を振るわれた経験を

語っているプログラムである。このビデオは，女

性の性が国際結婚という名の下に商品化される危

険性のあることを女性たちに伝えている。参加者

は静かにビデオに視聴していたが，なぜ渡航前研

修でこのようなショッキングなビデオを見せられ

ているのか，わからない様子が伺えた。ファシリ

テーターによると，研修の中で取り上げられるこ

とから，まずビデオについて説明は一切しないと

のことであった。
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A Study of Social Work on Inter-marriage of Filipino Women and
Migration to Japan

－ Social Work Practice by the Philippines as ‘a Sending Side’－

Harashima, Hiroshi

The aim of this study is to point out the significance and prospects of preparation before entering Japan

as a cross-cultural society for Filipino women married to Japanese men through studying pre-departure orien-

tation and guidance counseling being provided by the Commission on Filipino Overseas (CFO).

Consequently, this study found out the following: 1) pre-departure orientation and guidance counseling

function to prevent incidences of illegal marriage and the improper treatment of women. They also provide

necessary knowledge about legal procedures for pre-departure and post-arrival. However, these are not enough

help the migrating women if they intend to settle down and integrate themselves successfully into Japanese

society. 2) There is a need to create a collaborative environment or structures between the Philippines as ‘a

sending side’ and Japan as ‘a receiving side’.

Key Words : Inter-marriage, Overseas migration, Social integration into cross-cultural society, Pre-departure

preparation


